
　国民年金は、20歳以上60歳未満で、国内にお住いの全ての方の加
入が義務付けられています。保険料を未納のままにすると、老齢年金
や障害年金、遺族年金などを受け取れない場合があります。割引が適
用される「前納制度」や納付が経済的に困難な場合に申請できる「学
生納付特例制度」、「免除・猶予制度」がありますので、ご相談ください。

20歳になったら加入の手続きを
国 民 年 金

 厚木年金事務所 ☎（223）7171　税務住民課住民保険係 ☎（288）3849

記
号
一
覧

日
時　

期
間　

場
所

対
象　

内
容　

講
師

費
用　

申
し
込
み

そ
の
他　

問
い
合
わ
せ

各
種
相
談
会
を
開
催

総
務
課
管
理
係

�

☎（
2
8
8
）1
2
1
2

　
法
律
や
多
重
債
務
の
相
談
や

国
や
県
な
ど
に
関
す
る
ご
意

見
・
ご
要
望
を
お
伺
い
す
る
相

談
会
を
開
催
し
ま
す
。
相
談
者

の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

法
律
相
談

１
月
22
日（
木
）午
前
９
～
11
時

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
せ
せ
ら

ぎ
館
３
階
・
研
修
室

村
内
在
住
者
３
人（
予
約
必
要
）

相
談
の
内
容
／
離
婚
や
相
続

な
ど
の
法
律
相
談

　
相
談
時
間
／
１
人
30
分
間
。

無
料

１
月
13
日
（
火
）
ま
で

行
政
相
談
委
員
に
よ
る

定
例
相
談
会

１
月
22
日（
木
）午
前
９
～
11
時

役
場
庁
舎
3
階
・
第
２・
３

会
議
室

村
内
在
住
者

相
談
の
内
容
／
国
や
県
な
ど

に
対
す
る
ご
意
見
や
ご
要
望

無
料

不
要

水
道
メ
ー
タ
ー
の

取
り
替
え
を
実
施

環
境
上
下
水
道
課

上
下
水
道
係

�

☎（
2
8
8
）3
8
6
2

　
水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
正
し
い

水
道
料
金
を
算
定
す
る
た
め
、

定
期
的
に
取
り
替
え
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
費
用
は
無
料
で
、
村
か
ら
委

託
さ
れ
た
事
業
者
が
ご
自
宅
な

ど
に
お
伺
い
し
、
作
業
を
実
施

し
ま
す
。
な
お
作
業
は
10
分
程

度
で
完
了
し
ま
す
が
、
そ
の
間
、

水
道
が
使
用
で
き
な
く
な
り
ま

す
。
ま
た
、
取
替
後
は
、
濁
っ

た
水
が
出
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
１
～
２
分
程
度
、
水
を

流
し
て
か
ら
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

１
月
中
旬
～
２
月
下
旬

水
道
メ
ー
タ
ー
の
ふ
た
の
色

が
桃
色
（
メ
ー
タ
ー
番
号
が

Ｐ
の
も
の
）
ま
た
は
ベ
ー

ジ
ュ
色
（
メ
ー
タ
ー
番
号
が

Ｑ
の
も
の
）
の
一
部

立
会
い
は
不
要
で
す

税
務
住
民
課
住
民
保
険
係

�

☎（
2
8
8
）3
8
4
9

子
育
て
健
康
福
祉
課

高
齢
介
護
係

�

☎（
2
8
8
）3
8
6
1

国
保
・
後
期
・
介
護
保
険

保
険
料
納
付
済
額
の

お
知
ら
せ
を
送
付

確
定
申
告
で
保
険
料
控
除
を
申

告
さ
れ
る
方

　
確
定
申
告
で
使
用
す
る
前
年

の
１
月
か
ら
12
月
ま
で
の
支
払

い
証
明
書
を
、
普
通
徴
収
（
納

付
書
ま
た
は
口
座
引
き
落
と
し

で
お
支
払
い
）
の
方
を
対
象
に

送
付
し
ま
す
。
確
定
申
告
で
、

保
険
料
を
「
社
会
保
険
料
控

除
」
と
し
て
申
告
さ
れ
る
際
の

資
料
に
な
り
ま
す
の
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

※
支
払
い
が
公
的
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
の

み
の
方
は
、
村
か
ら
の
送
付
は

あ
り
ま
せ
ん
。

年
金
事
務
所
か
ら
送
付
さ
れ
る

源
泉
徴
収
票
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

送
付
（
予
定
）
時
期

　
１
月
下
旬
～
２
月
上
旬

送
付
先
（
原
則
）

①
国
民
健
康
保
険
／
世
帯
主
で

普
通
徴
収
の
方
※
世
帯
主
が

加
入
者
で
な
い
場
合
も
、
世

帯
主
宛
て
に
同
一
世
帯
の
加

入
者
全
員
分
が
送
付
さ
れ
ま

す
。

②
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
／
75

歳
以
上
で
普
通
徴
収
の
方

③
介
護
保
険
／
65
歳
以
上
で
普

通
徴
収
の
方
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MHz

　総務課管理係☎（288）1212

メガ      ヘルツ

問

☆宮ヶ瀬レイクサイドエフエム☆

午後０時30分

　村民の方を対象に、電話での健康相談と医療機関の情報提供を行なって
います。24時間体制で健康、医療、介護、育児、メンタルヘルスなどの相談を、
医師、保健師、管理栄養士、心理カウンセラーなどの専門家がお受けします。

� 子育て健康福祉課健康福祉係☎（288）3861

0120-288-132電話番号はフリーダイヤル

税
務
住
民
課
住
民
保
険
係

�

☎（
2
8
8
）3
8
4
9

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
・

医
療
費
通
知
を
発
送

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
を
運

営
す
る
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
で
は
、
年
に
２
回
、「
医

療
費
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付
し

て
い
ま
す
。
こ
の
お
知
ら
せ
に

は
、
病
院
な
ど
で
診
療
を
受
け

た
日
数
（
回
数
）
と
医
療
費
に

つ
い
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
診

療
日
数
や
医
療
費
に
誤
り
が
な

い
か
を
ご
確
認
い
た
だ
く
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

確
定
申
告

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
は
、

確
定
申
告
（
医
療
費
控
除
）
の

際
に
添
付
資
料
と
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
医
療

費
控
除
の
対
象
と
な
る
支
出
で
、

医
療
費
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い

な
い
も
の
が
あ
る
場
合
な
ど
に

は
、
別
途
領
収
書
に
基
づ
い
て

「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
を

作
成
し
、
そ
の
明
細
書
を
申
告

書
に
添
付
し
て
い
た
だ
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
実
際
に

窓
口
で
支
払
っ
た
金
額
と
医
療

費
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
る
自

己
負
担
相
当
額
が
異
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場

合
は
、
申
告
に
当
た
り
自
身
で

金
額
を
訂
正
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

※
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
方

に
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、

相
続
人
か
ら
の
申
請
が
あ
っ
た

場
合
の
み
発
行
し
ま
す
。
こ
の

場
合
、
広
域
連
合
（
電
話

０
５
７
０
‒
０
０
１
１
２
０
）

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

医
療
費
通
知
の
送
付
時
期

①
２
月
10
日
ご
ろ
／
対
象
診
療

月
が
令
和
７
年
１
月
か
ら
11

月
ま
で
の
も
の

①
３
月
10
日
ご
ろ
／
対
象
診
療

月
が
令
和
７
年
12
月
の
も
の

村
づ
く
り
観
光
課

村
づ
く
り
振
興
係

�

☎（
2
8
8
）3
8
6
4

勤
労
者
の
方
な
ど
の
住
宅
取

得
を「
利
子
補
給
」で
支
援

今
回
の
利
子
補
給
期
間
／
令

和
７
年
１
月
～
12
月
ま
で
の

12
カ
月
分
※
転
入
時
期
な
ど

に
よ
り
令
和
６
年
分
の
申
請

手
続
き
が
で
き
な
か
っ
た
方

は
、
今
回
の
利
子
補
給
金
と

併
せ
て
申
請
可
。

融
資
額
（
限
度
額
5
0
0
万

円
）に
応
じ
て
、年
1
・
5
％

以
内
※
交
付
時
期
は
３
月
を

予
定

１
月
５
日（
月
）～
30
日（
金
）

（
平
日
の
み
）
の
間
に
、
交

付
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
金
銭
償
還
表

（
返
済
予
定
表
）
の
写
し
、

納
税
等
確
認
承
諾
書
、
金
銭

消
費
賃
借
契
約
書
の
写
し

（
初
回
申
請
の
方
の
み
）
を

添
付
し
提
出
。
※
前
年
に
申

請
さ
れ
た
方
も
手
続
き
が
必

要
で
す
。

申
請
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

た
は
村
づ
く
り
観
光
課
窓
口

で
配
布
。

村
づ
く
り
観
光
課

商
工
観
光
係

�

☎（
2
8
8
）3
8
6
4

き
よ
か
わ
ブ
ラ
ン
ド
認
定

申
請
を
募
集
！

　
村
内
産
品
の
普
及
や
需
要
の

拡
大
を
推
進
し
、
地
域
の
産
業

と
活
性
化
を
図
る
た
め
、
村
内

で
生
産
、
製
造
、
加
工
さ
れ
た

も
の
や
、
村
産
の
原
材
料
を
素

材
と
し
て
製
造
、
加
工
さ
れ
た

も
の
を
「
き
よ
か
わ
ブ
ラ
ン

ド
」
と
し
て
認
定
し
、
村
内
外

に
宣
伝
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
商
品
を
募
集
し
ま
す
。

１
月
５
日（
月
）～
30
日（
金
）

一
次
産
品
、
加
工
品
、
工
芸

品
※
き
よ
か
わ
ブ
ラ
ン
ド
の

推
進
に
意
欲
的
で
、
普
及
促

進
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
へ
の
協

力
が
で
き
る
方

所
定
の
申
請
用
紙
を
、
村
づ

く
り
観
光
課
窓
口
へ
提
出
。

詳
細
は
村
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

清川村健康相談24 24時間電話
健康相談サービス
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税
務
住
民
課
税
務
係

�

☎（
2
8
8
）3
8
5
9

村
・
県
民
税
の

申
告
受
付
を
開
始

２
月
２
日
（
月
）～
３
月
16

日
（
月
） 

午
前
９
時
～
正
午
、

午
後
１
時
～
４
時
※
閉
庁
日

を
除
く

役
場
庁
舎
１
階・税
務
住
民
課

１
月
１
日
に
村
内
に
在
住
す

る
方
は
、
村
・
県
民
税
の
申

告
が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
❶
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る

方
　
❷
収
入
が
給
与
の
み
で
、
勤

務
先
か
ら
村
に
給
与
支
払
報

告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方

　
❸
収
入
が
公
的
年
金
の
み
で
、

支
払
者
か
ら
村
に
年
金
支
払

報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る

方
　
❹
村
内
在
住
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
る
方
で
、
収
入
の
な
い

方
（
所
得
が
な
い
こ
と
の
証

明
が
必
要
な
方
は
除
く
）

　
※
所
得
税
な
ど
の
確
定
申
告

が
必
要
な
い
方
で
、
給
与
や

年
金
の
源
泉
徴
収
票
な
ど
の

控
除
が
あ
る
方
は
、
村
・
県

民
税
の
申
告
を
す
る
こ
と
で

税
額
が
下
が
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　
※
収
入
が
な
い
方
で
も
所
得

が
な
い
こ
と
の
証
明
が
必
要

な
方
は
申
告
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
国
民
健
康
保

険
料
や
児
童
手
当
な
ど
の
基

礎
資
料
と
な
る
た
め
、
申
告

が
な
い
と
、
各
種
行
政
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
告
に
必
要
な
書
類
な
ど

　

❶
申
告
書
（
役
場
庁
舎
１

階
・
税
務
住
民
課
窓
口
で
１

月
26
日
（
月
）
か
ら
配
布
し

ま
す
。）

　
❷
所
得
を
証
す
る
書
類
（
給

与
所
得
や
年
金
所
得
の
方
は
、

源
泉
徴
収
票
ま
た
は
支
払
者

の
証
明
書
、
書
類
が
な
い
場

合
は
、
給
与
明
細
書
や
振
り

込
み
さ
れ
た
通
帳
な
ど
、
前

年
中
の
収
入
を
確
認
で
き
る

も
の
）

　
❸
控
除
を
受
け
る
た
め
の
書

類
（
国
民
健
康
保
険
料
、
介

護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
、
国
民
年
金
保
険

料
、
生
命
保
険
料
、
地
震
保

険
料
な
ど
の
控
除
証
明
書
、

医
療
費
控
除
の
明
細
書
な

ど
）

申
告
書
提
出
時
の
注
意
事
項

　
申
告
の
際
に
は
、
提
出
の
都

度
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
と

本
人
確
認
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

申
告
の
際
に
は
「
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
」
ま
た
は
「
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
確
認
書
類
お
よ
び
本
人

確
認
書
類
」
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

所
得
税
等
の
確
定
申
告

　
村
・
県
民
税
の
申
告
受
付
と

併
せ
て
、
所
得
が
給
与
や
年
金

の
み
の
方
で
、
簡
易
な
確
定
申

告
は
受
け
付
け
ま
す
（
２
月
16

日
（
月
）
か
ら
３
月
16
日
（
月
）

ま
で
、
役
場
庁
舎
１
階
・
税
務

住
民
課
で
受
付
）。

※
還
付
申
告
は
、
２
月
２
日

（
月
）
か
ら
受
付
で
き
ま
す
。

※
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
、

譲
渡
所
得
な
ど
が
あ
る
確
定
申

告
は
、
厚
木
税
務
署
に
相
談
お

よ
び
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

厚
木
税
務
署

　
☎（
２
２
１
）
３
２
６
１

　確定申告会場の混乱回避および円滑な申告相談を行うため、村・県民税および確定申告の申告相
談を事前予約制とします。皆さんのご理解ご協力をお願いします（提出のみの方は予約不要）。
予約の方法 	  電話で「申告者名、希望の日時、申告の内容」をお伝えください。
	  ※状況によりご希望に添えず、調整をさせていただく場合があります。
予約受付期間 	 � １月26日（月）から3月12日（木）までの開庁日（土・日曜、祝日を除く） 

 午前８時30分～午後５時
�  税務住民課税務係 ☎（288）3859

医療費控除を受けるための手続きについて
　令和２年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が義務化
されています。（領収書の提出は不要です。）
❶ 医療費の領収書は自宅で５年間保存する必要があります。
❷ 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。

村・県民税および確定申告の申告相談は事前予約制です。
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厚
木
税
務
署

個
人
課
税
第
一
部
門

�

☎（
2
2
1
）3
2
6
1

厚
木
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

確
定
申
告
が
始
ま
り
ま
す

◆
税
理
士
無
料
申
告
相
談

～
申
告
書
を
作
成
で
き
ま
す
～

　
①
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得

ま
た
は
雑
所
得
を
有
す
る
方
の

う
ち
、
令
和
６
年
分
の
所
得
金

額
が
３
０
０
万
円
以
下
の
方
の

所
得
税
と
個
人
消
費
税
、
②
年

金
受
給
者
・
給
与
所
得
者
の
所

得
税
の
申
告
を
対
象
と
し
た
、

税
理
士
に
よ
る
無
料
申
告
相
談

を
開
催
し
ま
す
（
土
地
、
建
物

お
よ
び
株
式
等
譲
渡
所
得
や
先

物
取
引
、
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
初
年
度
、
贈
与
税
・
相
続

税
の
申
告
や
相
談
な
ど
が
あ
る

方
を
除
く
）。

１
月
28
日（
水
）～
30
日 （
金
）

　
受
付
／
午
前
９
時
～
午
後
３

時
※
相
談
は
午
前
９
時
30
分

～
午
後
４
時
ま
で

愛
川
町
文
化
会
館　

　
３
階
大
会
議
室

　
※
厚
木
市
文
化
会
館
で
も
、

２
月
５
日
（
木
）～
６
日

（
金
）
に
開
催
し
ま
す
。

１
月
13
日
（
火
）
か
ら
オ
ン

ラ
イ
ン
に
よ
る
事
前
申
込
を

受
け
付
け
ま
す
。（
愛
川
会

場
は
１
月
25
日
（
日
）
締
切
、

厚
木
会
場
は
2
月
2
日

（
月
）
締
切
）
詳
細
は
、
左

記
事
前
申
込
を
参
照
し
て
く

だ
さ
い
。

　
　
な
お
、
電
話
で
の
受
付
は

行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
オ
ン

ラ
イ
ン
事
前
申
込
サ
イ
ト
の

操
作
方
法
に
つ
い
て
の
お
問

合
せ
は
、（
0
5
0
‒
１
７

９
２
‒
４
６
０
０
）
へ
お
願

い
し
ま
す
。

　
　
当
日
入
場
整
理
券（
受
付
時

間
指
定
）も
午
前
８
時
30
分
か

ら
配
布
し
ま
す
が
、無
く
な
り

次
第
終
了
と
な
り
ま
す
。

　
　
　

無料申告相談専用
LINE事前申込

◆
令
和
７
年
分
確
定
申
告
相
談

に
つ
い
て

　
確
定
申
告
会
場
で
は
、
ご
自

身
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
と
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
よ
る
申
告

作
成
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
持
ち
物
／
①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
、
②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
発
行
時
に
ご
自
身
で
設
定

し
た
パ
ス
ワ
ー
ド
（
利
用
者
証

明
用
電
子
証
明
書
お
よ
び
署
名

用
電
子
証
明
書
）、
③
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
、
④
源
泉
徴
収
票
な

ど
申
告
書
作
成
に
必
要
な
書
類

２
月
16
日
（
月
）～
３
月
16

日
（
月
）
※
土
・
日
曜
、
祝

日
を
除
き
ま
す
。

厚
木
税
務
署
（
厚
木
市
水
引

１
‒
10
‒
７
）
受
付
／
午
前

８
時
30
分
～
午
後
４
時
、
相

談
／
午
前
９
時
～
午
後
５
時

駐
車
場
は
非
常
に
狭
あ
い
の

た
め
駐
車
台
数
に
限
り
が
あ

り
ま
す
。
確
定
申
告
期
間
中
、

駐
車
場
が
満
車
の
場
合
の
入

庫
待
ち
は
で
き
ま
せ
ん
。
来

場
の
際
は
、
公
共
交
通
機
関

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

入
場
整
理
券
配
付
方
法

　
確
定
申
告
会
場
へ
の
入
場
に

は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ

ン
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。
国

税
庁
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ

ン
ト
を
友
達
追
加
し
て
い
た
だ

き
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
相
談

の
申
し
込
み
が
可
能
な
日
時
な

ど
の
み
表
示
さ
れ
ま
す
。

　
当
日
入
場
整
理
券
は
、
な
く

な
り
次
第
終
了
と
な
り
ま
す
。

申
告
書
の
提
出
・
納
付
期
限

　
所
得
税
・
贈
与
税
は
３
月
16

日
（
月
）、
個
人
事
業
主
の
消

費
税
は
３
月
31
日
（
火
）
ま
で

1
月
5
日（
月
）～
2
月
13
日（
金
）

に
厚
木
税
務
署
で
の
相
談
を
希
望

さ
れ
る
方

　
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ

ン
事
前
予
約
ま
た
は
電
話
に
よ

る
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。
当

日
入
場
整
理
券
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
電
子
証

明
書
の
失
効
や
有
効
期
限
切
れ
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
確
定
申
告
会
場
で
は
、
ご
自

身
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
と
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
よ
る
申
告

と
な
り
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
電
子
証
明
書
が
失

効
・
有
効
期
限
切
れ
の
場
合
や
、

パ
ス
ワ
ー
ド
が
不
明
な
方
は
、

当
日
確
定
申
告
書
の
送
信
が
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

事
前
に
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
を

行
え
ば
簡
単
に
確
定
申
告
が
で
き

ま
す

・
医
療
費
の
領
収
書
な
ど
の
収

集
や
集
計
が
不
要

・
確
定
申
告
書
の
該
当
項
目
へ

自
動
入
力

・
書
類
の
管
理
や
保
管
が
不
要

※
ふ
る
さ
と
納
税
な
ど
自
動
入

力
さ
れ
る
連
携
対
象
を
選
択
で

き
ま
す
。

※
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
名
称
は
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
ヤ
フ
ー
株
式
会
社
の
登
録
商
標

ま
た
は
商
標
で
す
。

国
税
に
関
す
る
ご
相
談

　
確
定
申
告
期
は
電
話
が
混
み

合
い
、
つ
な
が
り
に
く
い
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
タ
ッ
ク
ス

ア
ン
サ
ー
（
よ
く
あ
る
ご
質
問

に
対
す
る
回
答
を
税
金
の
種
類

ご
と
に
検
索
が
可
能
）
や
、
チ

ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
（
ご
質
問
を
入

力
・
選
択
い
た
だ
け
れ
ば
、
Ａ

Ｉ
を
活
用
し
た
「
税
務
職
員
ふ

た
ば
」
が
お
答
え
し
ま
す
）
を

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

簡
単
・
便
利
な
国
税
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
納
付
に
つ
い
て

　
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、
ス
マ

ホ
ア
プ
リ
納
付
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
納
付
ま
た
は
振
替
納
税

を
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。  国税庁LINE公式

アカウント

マイナポータル
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